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★★ 個人結果通知表の医師氏名の標記変更について★★ 
個人結果通知表の医師氏名の標記に「担当医：」を追加印字して「様」を削除いたします。 
また、当該結果通知表に結果通知表作成者として「ＮＰＯ法人 健康情報処理センターあいち」を 
印字します。尚、対応は９月発送分より対応いたします 

 

 
  

NPO たより 

★★★  ＯＣＲ用紙確認のお願い（再掲）  ★★★ 

○健診の情報処理を円滑に進める為ＯＣＲ用紙の記入について、以下の点について 

 ご注意いただきますようお願い致します。 

◆受診券有効期限・受診券整理番号・保険者番号・被保険者証記号番号・受診日・実施機関名・ 

  実施機関番号・判定医師名⇒必須項目ですので、記入漏れがないか確認をお願いします。 
 

◆ＯＣＲ用紙Ｂ面の問診票番号の １,２,３,８は必須項目です。 

⇒記入は受診者が行いますが、再度記入漏れがないか確認をお願いします。 
 

◆ 身長・体重・腹囲・腹囲測定方法・血圧・尿糖・尿蛋白 

⇒特定健診は全て必須 

◆ 診察での医師の判定欄にマークされる場合は、ひとつ（重複マークは不可）で、お願い 

   します。（なお、未記入の場合は健診結果より自動判定します。） 

国保連合会及び支払基金から、特定健診等の返戻がありましたら、ＮＰＯあいち 

へ必ずＦＡＸ（052-241-1352）していただきますようお願い致します。 
 

 

 

 

 

  

 

 
残暑お見舞い申し上げます。 

平素は当法人の事業につきましてご理解とご協力を賜りまして、 
誠にありがとうございます。 

 

 
 

 

★★ 保健指導中止者（途中脱落者）の取扱について（再掲）★★ 

特定保健指導の初回面談実施後、対象者が６カ月に及ぶ指導を利用しなくなった（中止：途中脱落）

場合は、それまでに実施したポイント分を必ず請求してください。 

途中脱落者の費用請求をそのままにしないでください。詳しい対応はお問い合わせください。 

 

★★ ＮＰＯたより発行月の変更（毎月→隔月）★★ 

「ＮＰＯたより」は毎月発行してきましたが、平成 22年 10月より隔月発行（２/４/６/８/１０/１

２月の計６回に変更させていただきます。但し、必要に応じて臨時号を発行する場合があります。 

http://www.npo-aichimed.or.jp/

